
○写  

高松市行政資料の閲覧等に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

令和８年７月８日 

 

高松市長 大 西 秀 人      

 

高松市規程第１２号 

 

高松市行政資料の閲覧等に関する規程の一部を改正する規程 

 

高松市行政資料の閲覧等に関する規程（昭和６１年高松市規程第１６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

  

（閲覧等の時間） 

第１０条 資料の閲覧、貸出し及び写しの交付は、日曜日、土曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日並びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日ま

でを除く毎日の午前９時から午後４時３０分までの間において行う

ものとする。ただし、市長は、資料の整理その他特別の理由がある

場合は、これを変更することができる。 

（閲覧等の時間） 

第１０条 資料の閲覧、貸出し及び写しの交付は、日曜日、土曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日並びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日ま

でを除く毎日の午前８時３０分から午後５時までの間において行う

ものとする。ただし、市長は、資料の整理その他特別の理由がある

場合は、これを変更することができる。 

  

附 則 

 この規程は、令和９年１月１日から施行する。 


